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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオデータを含むデジタル放送を受信する受信手段と、
　前記デジタル放送の電波強度を検出する電波強度検出手段と、
　前記デジタル放送に含まれるオーディオデータを記憶するバッファ手段と、
　前記バッファ手段に記憶されたオーディオデータをデコードするデコード手段と、
　前記デコード手段でデコードされたオーディオデータをフレーム単位で出力するデータ
出力手段と、
　前記データ出力手段から出力されたフレーム単位のオーディオデータをエンコードする
エンコード手段と、を備え、
前記データ出力手段は、
　前記電波強度検出手段が規定値以下の電波強度を検出し、かつ、前記バッファ手段がオ
ーディオデータを出力できない場合、
　または、
　前記電波強度検出手段が規定値以下の電波強度を検出し、かつ、前記デコード手段が前
記バッファ手段から出力されたオーディオデータをデコードできない場合、
　所定のデータを前記エンコード手段に出力し、
　前記エンコード手段は、
　前記所定のデータを受け付けた場合、前記データ出力手段から出力されたフレーム単位
のオーディオデータのエンコードを停止する、音声処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送から受信された圧縮符号化された音声信号を元にして、再記録
する音声処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、圧縮符号化されて記録されたビデオ信号およびオーディオ信号をＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ、ハードディスク等の記録媒体から読み出し、デコード（
伸張）して出力するデータ再生装置が知られている。データ再生装置が伸張されたデータ
を装置に接続された映像モニタ、音響スピーカ等に送ることにより、ビデオおよびオーデ
ィオの再生が実現される。デジタル放送もまた圧縮符号化されたビデオ信号およびオーデ
ィオ信号を受信し、記録媒体からの再生同様に、デコード出力することで再生を実現する
ことができる。
【０００３】
　圧縮符号化に関しては、多くの規格が規定されている。例えばＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）は、ビデオ信号およびオーディオ信号
の両方を圧縮符号化する規格として知られている。
【０００４】
　以下従来のデジタル放送を受信し、再生するシステムや再生方法について説明する。な
お、出願人は、特許文献１、及び特許文献２に開示されているデジタル放送システムを認
識しており、本発明の課題を明確にするために、先行技術の内容を従来例として、簡単に
説明する。
【０００５】
　まず特許文献１における従来のデジタル放送システムについて説明する。デジタル放送
を配信する局側に、複数同じ内容を放送する設備を設け、デジタル放送受信機が、受信電
波の強度の低下により、現在視聴中のデジタル放送をこれ以上視聴できなくなった場合、
同じ番組を放送する系列局情報を元に、別のデジタル放送局を選局するものである。その
結果、受信電波の強度が低下する前に視聴していた番組を、同じ系列の別放送局を選択し
、受信できれば、前と同じ番組を継続して視聴することができる。
【０００６】
　次に特許文献２における従来のデジタル放送信号送出システムについて説明する。送信
局から受信された第１の信号源からフレーム同期情報を抜き出し、このフレーム同期情報
をもとにデコードを実施するとともに、このデコード信号を先のフレーム同期情報を元に
、再エンコードして送出するものである。そして第１の信号源から第２の信号源に切り替
えるときに、フレーム同期を再設定するためのリセット手段を設け、音声信号の無音期間
に切り替えを実施するものである。これらの構成により、元信号のフレーム情報に同期し
た再エンコードが実施できるため、フレーム同期を行わない場合に比べ、フレーム位相が
異なることが無いため、音質の劣化を抑えた再エンコード音声を作り出すことができる。
【特許文献１】特開２００４－１４０６９０号公報（第４－８頁、第１図）
【特許文献２】特開２００３－２０９７１２号公報（第３－６頁、第１図、第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　先行例である特許文献１のシステムでは、デジタル放送が、突然の豪雨やなんらかの電
波障害により受信電波の強度が低下してきたときに、系列の放送にすみやかに切り替える
手段をもつことにより、継続利用を可能とするものである。このデジタル放送を再生した
音声を、ＤＶＤなどの記録メディアに記録するためには、受信したデータをそのままデー
タストリーム記録する場合と、受信したデータを元にして、再エンコードして記録する場
合がある。
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【０００８】
　放送番組の記録を前提とした場合、受信番組の受信電波の強度が低下した時には、電波
が届きにくい場所や状態であると想定されることがある。そのような場合には、他の系列
のデジタル放送の受信電波の強度も下がっている場合がある。このようなときには、系列
局の同じ番組に切り替えて番組記録することができない。
【０００９】
　一般に、デジタル放送を番組記録する場合において、受信電波の強度が下がり続けると
、デコードエラーによるノイズ音を発生する場合や、デコード音声が途切れ途切れに再生
される場合などを経て、デコード再生が全くできなくなる状態に陥る。これらの再生音声
をそのまま再エンコードすれば、受信電波の強度の低下時に記録した箇所は、音声ノイズ
だらけの聞き苦しい音声となってしまう。そこで再エンコード部並びに記録部が、受信電
波の強度を感知し、低下時に記録を停止するなどの手段を講じれば、音声ノイズを記録す
ることを防ぐことができる。しかし、留守録番組予約の場合、利用者の録画予約等の操作
設定ミスにより番組記録が失敗したのか、機器個別の故障により番組記録を失敗したのか
、受信電波の強度の低下により番組記録を停止したのかがわかりにくく、番組記録機器な
どの利用者からのクレーム処理に苦慮するものであった。
【００１０】
　また特許文献２は、放送局から受信された信号からフレーム同期情報を抜き出し、この
フレーム同期情報をもとにデコードした音声を、フレーム同期情報を元に、再エンコード
するものである。従って、再エンコードした音声は、元のデコード音声とフレーム単位で
の同期がとれているため、音質の劣化もなく再エンコード音声をつくりだすことができる
。しかしながら、受信電波の強度が低下した場合、放送局から受信される信号の劣化によ
り、デコードを継続することが困難になり、レベルが下がり続けると、デコードが不可状
態となる。デコードができなければ、フレーム同期情報を抜き出すことはできない。
【００１１】
　このため移動中の車両内で、放送受信を妨害する障害物による受信電波の強度の低下が
発生し、障害物を通過後に受信電波の強度が回復すれば（特許文献２の解釈では、第２の
信号源が相当）、回復後の切り替えを行い、フレーム同期を再設定するためにリセット手
段を設け、無音区間を経て、フレーム再確立が必要となる。レベル復帰時に記録を再開す
るために、音声のフレーム同期をとりなおす必要がある。そこで、復帰時の同期確立のた
めに、フレーム同期をとりなおすため、音声無音区間が長く記録されてしまうことになる
。特許文献２に対し、受信電波の強度の低下を考慮すれば、受信電波の強度の低下からの
復帰ごとにフレーム同期をかけなおすことになり、無音区間が多い記録となってしまう。
【００１２】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、受信電波の強度の低下
を捉え、デコード再生が不可となる受信電波の強度にいたる前に、同期状態を保ったまま
、オーディオフレーム単位で出力一時停止状態に遷移させる手段を提供することにより、
記録中断からの再開の遷移をスムーズに切り替えるとともに、中断時のデータ処理記録を
残す装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明による音声処理装置は、オーディオデータを含むデジタル放送を受信する受信手
段と、前記デジタル放送の電波強度を検出する電波強度検出手段と、前記デジタル放送に
含まれるオーディオデータを記憶するバッファ手段と、前記バッファ手段に記憶されたオ
ーディオデータをデコードするデコード手段と、前記バッファ手段に記憶されたオーディ
オデータをフレーム単位で出力するデータ出力手段と、前記データ出力手段から出力され
たフレーム単位のオーディオデータをエンコードするエンコード手段と、を備え、前記電
波強度検出手段が規定値以下の電波強度を検出し、かつ、前記バッファ手段がオーディオ
データを出力できない場合、または、前記電波強度検出手段が規定値以下の電波強度を検
出し、かつ、前記デコード手段が前記バッファ手段から出力されたオーディオデータをデ
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コードできない場合、所定のデータを前記エンコード手段に出力し、前記エンコード手段
は、前記所定のデータを受け付けた場合、前記データ出力手段から出力されたフレーム単
位のオーディオデータのエンコードを停止する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の音声処理装置は、電波強度が規定値よりも低下している際において、エンコー
ド手段が、エンコード予定のオーディオデータに替えて別のデータをエンコードできる。
これによって、エンコーダ単体での処理をより高速にできるようになる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　　（実施の形態１）
　はじめに、本発明の実施の形態１による音声処理装置の構成を示すブロック図である図
１を主として参照しながら、本実施の形態１の構成について説明する。図１は、デジタル
放送を受信する再生部１０と、再生部１０で受信されたデータを記録する記録部２０から
構成される音声処理装置を示している。
【００２２】
　再生部１０とは、セットトップボックス（以下ＳＴＢと略す）や、デジタル放送レコー
ダなどで衛星デジタル放送を受信する部位、パーソナルコンピュータ（以下ＰＣと略す）
のチューナ部位などであり、記録部２０とは、受信されたデータをハードディスクや光デ
ィスク、半導体メモリなどにエンコード記録する記録機器である。
【００２３】
　まず、信号処理の流れから説明する。アンテナ部１において、複数のデジタル放送局の
送出する電波を受信し、入力検出部２が、アンテナ部１が受信した放送電波から利用者が
選局したひとつの放送局を選ぶ復調部内で復調し、エラー訂正を行い、トランスポートス
トリームを出力する。トランスポートストリームは、入力検出部２内のトランスポートデ
コーダ部で、パケットＩＤ別に、映像、音声、番組情報など各々のデータにフィルタリン
グされ、一旦バッファ３に一時記録される。映像、音声のデータは、デコード部４でデコ
ードされ、画像表示部（図示せず）や、音声出力部（図示せず）から出力される。番組情
報などのその他のデータは、バッファ３から再生情報生成部５へ送られる。またデコード
部４で発生したデコードエラーなどの情報についても再生情報再生部５へ送られる。入力
検出部２は、天候の急変などで発生した視聴中の受信電波の強度の低下を検出し、復調部
、トランスポートデコーダからのエラーレベルを、再生情報生成部５に送る。
【００２４】
　デコード部４でデコードしたオーディオデコードデータは、記録に有効なオーディオデ
ータとして、オーディオデータ出力部６から出力される。さらに記録部２０に、再生情報
生成部５で生成された再生情報を再生情報出力部７が編集し、オーディオデータと共に出
力される。
【００２５】
　記録部２０は、再入力部１２が、オーディオデータと再生情報を受け取り、エンコード
部１３が、再生情報から再生部１０側の再生状況を知った上で、デコードされたオーディ
オデコードデータを元にオーディオエンコードを実行し、記録メディア等に記録する。
【００２６】
　入力検出部２に入力されるデジタルデータストリームは、デジタル放送等のＭＰＥＧな
どの方式によるデジタル圧縮符号化されたオーディオ・ビデオ信号である。デジタル放送
チューナ装置等からデータの供給を受け、多重化されて記録されているオーディオ・ビデ
オ信号を分離し、圧縮ビデオデータ及び圧縮オーディオデータの分離とビデオ再生時刻情
報とオーディオ再生時刻情報を抽出する入力解析を行うものである。
【００２７】
　ＭＰＥＧでは、ビデオおよびオーディオの同期再生を実現するために、ビデオとオーデ
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ィオの各アクセスユニットと呼ばれるデコードの単位ごと（ビデオは１フレーム、オーデ
ィオは１オーディオフレーム）に、いつ再生すべきかの時刻を管理するためのタイムスタ
ンプ値が付加されている。このタイムスタンプ値は、ＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ
　　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）と呼ばれ、オーディオ用はオーディオＰＴＳ（以下「ＡＰＴ
Ｓ」と記述する）およびビデオ用はビデオＰＴＳ（以下「ＶＰＴＳ」と記述する）が規定
されている。ＰＴＳが上述のシステム時刻基準ＳＴＣに一致したときに、そのＰＴＳが付
加されたアクセスユニットが再生のために出力される。ＰＴＳの精度は、９０ｋＨｚのク
ロックで計測した値であり、３３ビット長で表されている。９０ｋＨｚで計測する理由は
、ＮＴＳＣ、ＰＡＬの両方のビデオ方式のフレーム周波数の公倍数であることと、オーデ
ィオの１サンプル周期よりも高い精度を得るためである。
【００２８】
　図２は、オーディオデコードの詳細な機能ブロックの構成例を示す。　入力検出部２は
、データストリームから、デジタル圧縮符号化されたオーディオおよびビデオデータを分
離して抽出するとともに、オーディオパックに付加されたＡＰＴＳをオーディオ再生時刻
情報として抽出するとともに、ビデオパックに付加されたＶＰＴＳをビデオ再生時刻情報
として抽出する。バッファ３には、圧縮オーディオバッファ部３１と、オーディオ再生時
刻情報管理部３２を有する。圧縮オーディオバッファ部３１は、入力検出部２によって分
離されたオーディオデータを格納することができる半導体メモリである。そのバッファサ
イズは、取り扱う符号化オーディオデータの圧縮率等によって異なり、例えば数キロバイ
トから数十キロバイト程度である。オーディオ再生時刻情報管理部３２は、圧縮オーディ
オバッファ部３１に格納されたオーディオデータとオーディオ再生時刻情報を関連づける
テーブルを生成し、管理する。
【００２９】
　オーディオデコード部４１は、圧縮符号化されたオーディオデータの属性情報（オーデ
ィオヘッダ情報）を解析するとともに、圧縮オーディオバッファ部３１に格納されている
オーディオデータをＡＰＴＳ情報に従ってデコードする。オーディオデコード部４１には
ＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）バッファ部４２およびオーディ
オ出力部４３が設けられている。ＰＣＭバッファ部４２は、デコードしたオーディオデー
タを格納する。オーディオ出力部４３は、外部へオーディオデータを出力する。このオー
ディオデータは、さらに記録部２０に出力されるオーディオデータ出力部６に出力される
。
【００３０】
　なお図７に示すように、デコードしたオーディオデータを、オーディオデータ出力部６
へ出力するのではなく、バッファに蓄えられたストリーム形式のデータそのものをオーデ
ィオデータ出力部６へ出す場合がある。図１と図7の構成の差は、図１の場合はデコード
されたオーディオデータをオーディオデータ出力部６に出力するが、図7の場合は、デコ
ードされる前のストリーム形式のデータをそのままオーディオデータ出力部６に出力する
ものである。図７の場合は、例えば、オーディオ出力部４３からドルビーデジタル方式等
のエンコードデジタル信号方式であるストリームのままで出力する。このような場合、オ
ーディオデコードデータを出力するのではなく、デコードと同時に、ＳＴＣを参照し、Ａ
ＰＴＳが一致もしくは超過した時点で、バッファ３から、ストリーム形式のオーディオデ
ータを出力する。
【００３１】
　なお、オーディオデコード部４１は、各々別々の半導体集積回路等とその制御用のプロ
グラムにより実現することができる。しかし、それぞれの機能を実現できる限り、１つの
半導体集積回路等とその制御用のプログラムによって実現してもよい。
【００３２】
　ビデオ信号においても、オーディオ信号と同様に扱われる。入力検出部２によって分離
されたビデオデータを、圧縮ビデオバッファ部に一次格納し、ビデオ再生時刻情報管理部
として、ビデオデータとビデオ再生時刻情報を関連づけたテーブルを生成し、管理する。
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【００３３】
　ビデオデコード部は、圧縮符号化されたビデオデータの属性情報（ビデオヘッダ情報）
を解析するとともに、圧縮ビデオバッファ部に格納されているビデオデータをビデオ再生
時刻情報に従ってデコードする。ビデオデコード部にはフレームバッファ部およびビデオ
出力部が設けられ、フレームバッファ部は、デコードしたビデオデータを格納し、ビデオ
出力部は、ビデオデータを出力する。
【００３４】
　ビデオデータおよびオーディオデータのデコードタイミングおよび再生タイミングは、
システム時刻基準参照部４０によって実現される。システム時刻基準参照部４０は、再生
部１０の内部においてシステム時刻基準ＳＴＣを生成する。ＳＴＣを生成するためには、
ＢＳデジタル放送で使用されるトランスポートストリーム（ＴＳ）のときは、ＰＣＲ（Ｐ
ｒｏｇｒａｍ　Ｃｌｏｃｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ：プログラム時刻基準参照値）を用い、
　システム時刻基準参照部４０は、ビデオデータの最終バイトの到着時に、ＰＣＲの値を
システム時刻基準ＳＴＣと同じ値に設定する。これにより基準となる時刻を設定すること
ができる。デコード部４は、ＳＴＣがＡＰＴＳに一致したときにそのＰＴＳが付加されて
いたアクセスユニットを出力し再生させる。ＰＴＳの周波数は９０ｋＨｚであるから、こ
の精度の範囲内で、ＳＴＣとＡＰＴＳとの同期をとれるようにオーディオデータをデコー
ドする。ビデオ信号についても、ＳＴＣとＶＰＴＳとの同期がとれるようにビデオデータ
をデコードする。これにより、ビデオおよびオーディオの同期再生を実現できる。
【００３５】
　デジタル放送から受信したオーディオデータは、ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉ
ｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）符号化のような音声信号圧縮方式が使用されている。アナログベース
バンド音声を、４８ＫＨｚのサンプリング周波数でサンプリングし、２０４８サンプル毎
にフレーミングを行い、ＭＤＣＴ（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｄｉｓｃｒｅａｔｅ　Ｃｏｓｉｎ
ｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）変換、量子化符号化などの手法により音声圧縮されている。エ
ンコード、デコードを繰り返すと、音声品質は徐々に劣化する。ただし、エンコード、デ
コードが同一のフレーム構成で行われる際には、同一フレーム構成で行われていない場合
で、劣化が少ないことが知られており、受信したオーディオデータを再エンコードする場
合は、できるだけ、デコードしたオーディオデータのフレーム単位で行う方がよい。
【００３６】
　図３及び、図５を用いて、受信電波の強度が低下してきたときの音声処理装置の動作を
説明する。受信電波の強度が低下する前は、デコード部４にて、オーディオフレーム単位
でデコードされたオーディオデータを準備し、オーディオデータ出力部６から出力されて
いる。Ｓ４０１にて、受信電波の強度を測定し、Ｓ４０２にて、トランスポートデコード
エラーやオーディオデコードが発生することのない規定値以上の電波の強度であるか判定
する。規定値以上であれば、Ｓ４０３でパケットＩＤ別に分類されたオーディオデータを
、バッファ３内に格納する。Ｓ４０４にて、そしてオーディオデータをデコードする。
【００３７】
　受信電波の強度が規定値を下回った状態では、デコードエラーが発生する可能性がある
。しかしバッファ３内には、受信されたオーディオデータが蓄えられているので、Ｓ４０
５にてバッファ内のデータをデコード部４に送り、Ｓ４０６で、オーディオフレーム単位
でデコード出力が可能かどうかを判定する。デコード可能な場合、Ｓ４０７でデコードエ
ラーが発生しないことを確認し、発生がなければ、Ｓ４０１に戻る。
【００３８】
　バッファ３の容量は、数オーディオフレームが蓄えられる容量が望まれる。１オーディ
オフレーム単位で、出力するオーディオデータを準備する構成であるためである。放送方
式が異なり、使用される符号化方式が異なる場合は、各符号化方式によりオーディオフレ
ームサイズが異なる。受信できる符号化方式を考慮した容量でなければならない。
【００３９】
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　一方、Ｓ４０６でデータ出力が不可能もしくは、Ｓ４０７で、デコードエラー発生の場
合は、Ｓ４０８で、オーディオフレームデータを出力する予定だった単位で、オーディオ
データ出力部６が、ポーズデータを作成し、出力する。このポーズデータ出力は、受信電
波の強度が規定値以上に復帰するまでの間、継続される。受信電波の強度が低下している
間は、デコードエラー等が検出されるが、デコードエラーが発生する以前にバッファ再生
の後、ポーズデータに切り替えるため、記録部２０側は、デコードエラー時のノイズ音声
などの異音が、一切送られることはない。
【００４０】
　受信電波の強度が低下している状態からの復帰は、図６を用いて説明する。Ｓ４２１は
、受信電波の強度が低く、ポーズデータを出力している状態である。この状態から、Ｓ４
２２において、受信電波の強度が規定値レベルに回復したかどうかを判定し、レベル以下
であれば、ポーズデータを出し続ける。一方回復すれば、Ｓ４２３にて、バッファ３への
オーディオデータ格納を再開し、Ｓ４２４にて、デコードエラーが発生していないことを
確認して、Ｓ４２５にてオーディオフレーム単位でデコードした音声の出力を再開する。
ポーズ状態から通常のオーディオデータ出力への復帰は、４８ＫＨｚのサンプリング周波
数でサンプリングし、２０４８サンプル毎にフレーミングされたオーディオフレーム単位
の倍数の位置で行われる。これは、放送局側からの放送が受信電波の強度の低下がなけれ
ば、継続されているはずであるから、オーディオフレーム単位の倍数の位置で復帰すれば
、中断前と同じ品質の音声品質を得られることになる。また復帰前のオーディオデータ情
報との位相関係もあっている。復帰時において、オーディオフレーム再生及び再エンコー
ドのために、再同期をはかる必要がなく、すばやく同期録画のための再エンコード処理を
再開することができる。
【００４１】
　つまり、受信電波の強度が低下した期間も、途切れる前の同期状態を保ち続けることに
よって、リセット処理を施さなくてもすばやく同期状態に復帰できるものである。しかし
ながら、受信電波の強度が低下している間に、利用者が記録を要望していた番組が終了し
、別の番組が始まった場合には、互いの番組間で同期状態が継続されている保証はないの
で、改めてリセット処理を施して、フレーム同期をとりなおす必要がある。
【００４２】
　さらに、図３の受信電波の強度復帰時に、規定値を超える状態になってもデコードエラ
ーなし状態を確認してから、通常デコード出力状態に復帰する理由は、規定値を超えかつ
デコードエラーが発生しないような安定状態にならないと、天候が不安定などの状態によ
り、再び受信電波の強度が低下する可能性が高いからである。
【００４３】
　規定値は、以下のように決定する。エラー訂正が不可能なデコードエラーが発生する状
態を引き起こす電波強度に至る前に、設定する。規定値を下回っても、デコードエラーが
発生しオーディオデータが出力できなくなるまでに、少なくとも、バッファ３にある１～
数オーディオフレームデータをだせるだけの余裕が必要である。つまり、デコードエラー
が発生する電波強度より若干高めの値を設定することになる。
【００４４】
　図４は、オーディオデータ及び、再生情報を伝えるデータ出力フォーマットの例を示し
ている。例えば、これは光出力などで用いられるＩＥＣ９５８フォーマットを利用した場
合であり、１サンプルは、サンプリング周波数の逆数とする。この１サンプルのなかのオ
ーディオデータ部に、オーディオデコードしたリニアＰＣＭデータ（以下ＬＰＣＭと略）
や、ストリームデータをオーディオデータとして、格納する。ストリームデータというの
は、国内のＢＳデジタル放送で使われているＡＡＣ方式のエンコードデジタル信号である
ストリーム形式のデータをＬＰＣＭにデコード変換することなく、ストリーム形式のデー
タの状態のままで出力する。
【００４５】
　再生情報は、図４の予備ｂｉｔ領域を使用してもよいし、音声属性情報を伝える場所で
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ある図４中の再生情報ｂｉｔ領域でもよい。例えば、再生情報ｂｉｔ領域中のチャンネル
ステータス領域（図示せず）や、ユーザデータ領域（図示せず）でもよい。プリアンブル
領域、もしくはオーディオデータ領域以外の領域を使用することにより、別の伝送路を設
けることなく、再生部１０側の情報を、記録部２０側に伝えることができる。そして再生
情報ビットに、音声の属性情報（オーディオサンプルワード長、プリエンファシス、オー
ディオチャンネル数や、標本化周波数を規定するデータ）だけでなく、再生情報生成部５
が収集したデコードエラーの情報や、受信電波の強度を示す値、またデコード時刻情報な
ど付与する。また、ポーズデータに関しても、ＩＥＣ９５８で規定しているポーズデータ
をオーディオデータとして出力することにより、ＩＥＣ９５８などで利用している半導体
や出力フォーマットをそのまま利用することができる。
【００４６】
　この伝送は、装置内部の専用バスであったり、ＩＥＣ９５８を用いた転送であったり、
ＨＤＭＩや、ＩＥＥＥ１３９４等のデジタルインターフェースを用いてもよい。必要なこ
とは、オーディオデータの伝送と同時に、再生情報を伝送することである。別経路での伝
送路で構成された場合、その伝送路がなんらの障害で使えなくなったときには、障害内容
を記録部２０側に伝えられなくなる。
【００４７】
　また受信電波の強度が低下している間、ポーズデータを送り続けるのは、光出力などに
より、デコード音声を、接続アンプなどを介して、モニタ出力音声をだす場合にも都合が
よいからである。接続アンプは、送られてきた音声が、ポーズデータである場合は、前の
同期状態を保ったまま、出力ミュート処理をして、ポーズからの復帰のための待機処理を
している。つまり、記録部２０側と同じオーディオデータを外部アンプへ出力可能であり
、記録用とアンプ出力用の出力音声データを兼用することができる。
【００４８】
　次に記録部２０側のデータ処理について説明する。記録部２０は、再入力部１２から入
力されたオーディオデータを元にオーディオエンコードを実施する。オーディオデータが
、ＬＰＣＭであった場合は、ＬＰＣＭ形式のまま、もしくは、利用者が指定した圧縮符号
化方式であるオーディオエンコードを実施することにより、オーディオエンコード記録さ
れる。ビデオエンコードデータと同時にＡＶ記録する場合は、ビデオ側とオーディオ側で
記録するＰＴＳ情報をあわせて記録することにより、再生時にＡＶ同期可能な記録を行う
ことができる。一方、オーディオ信号をストリームデータ形式のまま記録する場合は、改
めてエンコード処理を施すことなく、所望のビデオ信号との同期をとるためのＰＴＳ情報
を付与し、ＡＶ同期をとった記録を実施することができる。
【００４９】
　途中でオーディオデータとして、ポーズデータが送られてきた場合について説明する。
オーディオデータがＬＰＣＭ形式の場合、例えば、エンコード部１３が、音量レベル０の
ＬＰＣＭデータをエンコードしたデータに差し替えることにより、エンコード記録を継続
することができる。つまり受信電波の強度が低下した期間は、無音データが記録され続け
ることになる。また、利用者の選択により、受信電波の強度が低下している間は、オーデ
ィオエンコード自体を一旦停止し、記録をとりやめるようにしてもよい。但し、記録をと
りやめた期間もあとで、利用者がその記録を取りやめた期間を確認できる情報を残してお
けば、留守録などで、利用者が記録時間に立ち会っていなかったとしても、あとで、何が
原因で記録できないことがあったかをたどることができる。またオーディオデータがスト
リームデータ形式であった場合も、ＬＰＣＭ時と同様にデータを差し替えるもしくは、記
録を一時中止の方法をとることによって、受信電波の強度の低下期間を乗り越える。例え
ば、ＡＡＣ形式のストリームデータであった場合、ポーズデータ受信期間は、音量レベル
０のＬＰＣＭデータをＡＡＣエンコードしたデータをあらかじめ準備しておき、ポーズデ
ータの受信が継続される間ずっと、音量レベル０をＡＡＣエンコードしたデータに差し替
える。ポーズデータを送出する側が、オーディオフレーム単位でポーズデータをだすこと
を保障しているので、記録部もオーディオフレーム単位で、音量０レベルのＡＡＣエンコ
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ードデータに差し替えればよい。
【００５０】
　図１の構成例を用いて、オーディオデータがＬＰＣＭ形式で送られる場合には、オーデ
ィオフレーム単位でのポーズデータ出力ではなく、音量レベル０のＬＰＣＭデータを送る
形式にしてもよい。このようにすれば、記録部２０側のエンコーダは、受信電波強度の低
下中は、ずっと音量０レベルの音声をエンコードしていれば、ノイズを記録することを避
け、オーディオデータを連続的にエンコードし続けることができる。オーディオデータ出
力中も先に説明した再生情報ｂｉｔのデータは付与しつづけるものとする。
【００５１】
　また、図７の構成例を用いて、オーディオデータをＡＡＣ形式などのストリームデータ
で送る場合は、受信電波強度低下中に、再生部１０側で、オーディオフレーム単位で、ポ
ーズデータではなく、音量レベル０のＬＰＣＭデータをＡＡＣエンコードしたデータを送
る形式でもよい。このようにすれば、記録部２０側のエンコーダは、受信電波強度の低下
中であっても、ずっとストリームデータをエンコードしつづければよい。このときオーデ
ィオデータ出力中も先に説明した再生情報ｂｉｔのデータは付与しつづけるものとする。
【００５２】
　記録部２０で、再生部１０からきた再生情報を受け取ることにより、エンコーダ部１３
が次にどのような処理が期待されているかをあらかじめ知ることができる。例えば受信電
波の強度情報を得ることができる。つまり受信電波の強度が回復状況にあるか、また回復
しない状態であるかを知ることができる。回復状況である場合は、ポーズ状態から通常記
録状態への復帰が近いことがわかり、ポーズデータの差し替えの終わり、または一時記録
の中断からの復帰処理を準備することにより、いち早く通常記録状態への遷移を迎えるこ
とができる。またＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）エラーな
ど、デコード時にエラーが検出される場合は、ストリームデータをそのまま記録しても、
そのデータをデコードが不可能であるということから、ポーズデータへの差し替え、もし
くは記録中断という処理を選択しつづけたほうがよいということがわかる。また時刻情報
などが送られてきている場合は、受信電波の強度が低下している間も音声処理装置が、記
録中断時などの時刻情報を残すことが可能となる。そのため記録部２０の故障ではなく、
受信電波の強度の低下による記録の中断であることが、わかるためである。
【００５３】
　とくに受信電波の強度が低下している間、つまりポーズデータ等を出している間の再生
情報は、なぜ再生部１０がポーズデータ等を出しているかの理由を示している。また、オ
ーディオフレーム単位でのポーズデータは、受信電波の強度の低下からの復帰を少しでも
早めることにある。連続的にデータを出し続けることにより、フレーム同期を保ったまま
でおくことで、特に走行中の自動車などに搭載された音声処理装置が、走行中の障害物に
よる電波障害により、受信電波の強度が刻々と変化する場合は、少しでもはやく記録可能
な状態に復帰させることができる。
【００５４】
　上記は、オーディオデータの再生及び記録について説明してきたが、ビデオデータにつ
いても同様な方法をとることができる。ビデオの場合は、ＮＴＳＣ方式やＰＡＬ方式では
、１ビデオフレームの周期が特定されているので、受信電波強度が低下して、デコードが
できなくなった場合でも、再生部１０が、デコードエラー前のフレームデータを再出力す
る（リピート再生）処理や、ブルーバックデータへの差し替え処理を施し、１ビデオフレ
ーム周期ごとに出力すればよい。そして、ブランキング期間などに、電波強度やデコード
エラーなどの再生情報を送れば、記録部２０側で、電波強度低下時におけるエンコード処
理を継続することができる。
【００５５】
　さらに、オーディオフレーム単位での同期をとっておけば、ＰＴＳ情報を送らなくても
、ＡＶ同期記録の復帰をはやめることができる。デジタル放送の場合、すべてのオーディ
オフレームにＡＰＴＳ情報がついているわけではない。従って、ＡＰＴＳの値を基準とし
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て同期確立をする場合は、デコードエラーが発生しない状態に復帰したとしても、ＡＰＴ
Ｓ情報がくるまでは、どのタイミングでオーディオ再生を開始してよいかわからないため
、受信したデータを捨てて、まずＡＰＴＳがついたオーディオフレームのデータをシステ
ム時刻と照らしあわせる作業を行う。つまり受信電波の強度低下により、ＡＰＴＳの更新
がなされなくなった場合には、受信電波の強度低下時からの復帰は、最初にＡＰＴＳ情報
のついたオーディオフレームを受信し、オーディオフレーム同期をかけなおし、記録を再
開せねばならない。
【００５６】
　しかし本発明の場合は、オーディオフレーム単位で受信電波の強度低下前の同期状態を
保っているため、ＡＰＴＳ情報のオーディオフレームを待つことなく、またオーディオフ
レーム同期をかけなおすことなく、記録を再開することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明における音声処理装置は、再生機器側と記録機器側間にインターフェースを有し
、再生機器側の受信電波の強度条件を元に、記録機器側で記録の継続を実施するため、同
期状態を保ったまま再生機器側の放送受信電波の強度条件に合わせた符号化音声信号記録
を選択するといった用途に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施の形態１に於ける装置の構成を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に於けるオーディオのデコード構成を示す図
【図３】本発明の実施の形態１における装置の電波強度の低下時における装置内部のデー
タ処理を示す図
【図４】本発明の実施の形態１に於けるオーディオデータ出力フォーマットの構成の例を
示す図
【図５】本発明の実施の形態１に於ける装置の受信電波の強度低下時処理を示す図
【図６】本発明の実施の形態１に於ける装置の受信電波の強度復帰時処理を示す図
【図７】本発明の実施の形態１に於ける装置の他の接続構成を示す図
【符号の説明】
【００５９】
　１　　アンテナ部
　２　　入力検出部
　３　　バッファ
　４　　デコード部
　５　　再生情報生成部
　６　　オーディオデータ出力部
　７　　再生情報出力部
　１０　　再生部
　１２　　再入力部
　１３　　エンコーダ部
　２０　　記録部
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